
申出者農業振興課 農業委員会

申出書類の
提出

申出書類の受理

関係機関との協議
農振法第11条の規定

による公告

広島県との協議

農振法第12条の規定
による公告

農地転用許可
申請書類
の提出

農地転用許可書の
交付

中国四国農政局
へ協議

※2ha超4ha以下の場合

広島県
農業会議へ諮問

※次のいずれかに該当する場合
・同一事業目的で3,000㎡超
・甲種または第1種農地
・営農型太陽光発電設備

転用許可行為
の着手

農地転用許可
申請書の受理

転用許可行為
の完了

工事完了報告 工事完了報告
の受理

福山市 農用地区域からの除外
及び農地転用手続の流れ

6月受付 ：1日から30日
12月受付：1日から28日
※土日祝日を除く
※末日が閉庁日の場合は翌開庁日
まで受付

公告縦覧：公告日翌日から14日間
異議申立：縦覧期間満了の翌日から

15日間
※異議申立期間満了日が閉庁日
の場合は翌開庁日まで

農用地からの除外の手続

農地転用の手続き

これ以降

事前相談

概
ね
６
か
月

これ以降

福山農業委員会
総会で決議

※毎月10日締切月末開催


